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報告事項（1）

再任用校長の導入・配置について

教育総務部教育職員課

千葉市では、教職員の大量退職の時期を迎えるなかで、安定的な学校運営を進めるために、再任用校

長を配置することとしましたので、報告いたします。

1 ボ到違

平成30年度から3年間で､約150名の校長が退職します｡大量退職の時期を迎え､経験豊かな
校長が減ることになり、本市学校教育の安定的運営が求められています。

そこで、経験豊富な校長を再任用し、学校を管理運営する上での知識や方策の伝達を円滑に行い、

本市学校教育の安定的な運営を進めるために行うものです。

2配置開始時期

平成31年4月から

3平成31年度の配置人数及び任用期間並びに職務及び給与

（1）配置人数

若干名

（2）任用期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日の1年間

※なお、平成32年4月1日以降の再任用の実施及び人数については、導入による効果と課題

について総合的に判断し、決定します。

（3）職務及び給与

再任用校長の職務は、定年前の校長と同一です。また､給与については、再任用職員の給与体

系が適用されます。

選考について

本年度退職する校長の中で、再任用の校長を希望する者を募り、その中から管理職としての優

れたリーダーシップや意欲、勤務実績や人事考課などを総合的に判断して選考します。

4

配置校について

市立小・中・特別支援学校の中から、豊富なキャリアや能力が学校経営に生かされるよう、適

性や専門性などを考慮して配置校を決定します。

5

＜参考＞

他政令市の状況について

文部科学省の「公立学校教職員の人事行政状況調査」の結果によると、平成29年度は、横浜市、

大阪市など政令指定都市8市で配置しており、合計266名の校長が再任用されています。
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報告事項(2）

平成31年度千葉市立高等特別支援学校の入学者選考について

学校教育部教育支援課

1志願状況

（1）平成31年度千葉市立高等特別支援学校入学者選考の志願者数及び倍率

＜参考＞ 、

千葉市立高等特別支援学校入学者選考の受検者数及び倍率

検査について

（1）選考日平成31年1月15日（火）及び16日（水）

（2）検査の内容

①作業能力検査 作業に対する態度、知識･技能

②学力検査（50分）社会自立・職業自立に必要とされる基礎的・基本的知識及び思考力・判断力

・表現力等。

e腫動能力検査 運動に関する関心･態度､基本的な運動能力。

④面接 高等部生活への意欲・関心、志願の理由、自己理解､集団生活への適応、

コミュニケーション能力、職業・勤労観等。

（3）選考方法

入学者の選考は､中学校等の校長の作成する報告書､志願者から提出された志願理由書等の書類，入学者の選考は、中学校等の校長の作成する報告書、志願者から提出された志願理由書等の書類の

2

審査、
～

検査、面接の結果を資料とし、志願者の適性、意欲等を総合的に判定して行う。

3選考結果の発表

（1）日時平成31年1月23日（水）午前9時

（2）入学許可候補者

4入学確約書の提出

平成31年1月30日（水）午後4時まで

o入学許可候補者数については、千葉市教育委員会教育支援課のホームページでもご覧いただけます。

http:"www.citYchiba.ip/kvmku/gakkokvoiku/kyoikusMen/h30koutoutokushikakutei.html
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募集定員 志願者数 倍率

32 ，
男

29

女
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計

43
1．344

募集定員 志願者数 受検者数 倍率 入学許可候補者数
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女
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議案第1号

平成30年度補正予算について

平成30年度補正予算を定めることについて、次のとおり市長に

申し出るものとする。

平成31年1月 28日提出

千葉市教育委員会教育長 磯野 和
圭
大

I

ノ
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平成SO年度補正予算について
（教育みらい夢基金積立金）

教育総務部企画課

1補正理由

千葉市教育みらい夢基金への寄附金を積み立てる。

「

2補正予算額 3,398千円

【財源】 寄附金 3,398千円

3補正予算の内容

』

6

寄附金
平成30年12月19日現在 8件 3,278千円

▲ 1

平成30年12月20日～平成31年3月見込み 120千円

計

唖
〆

3,898千円
､ ~

ゴ
〆
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平成30年度補正予算について
(学校施設の環境整備に係る国の補正予算への対応等）

教育総務部学校施設課1

1国の平成30年度補正予算への対応について

(1)補正理由

平成31年度に予定していた学校施設の環境整備の一部について､事業の迅速かつ円滑な実施を
図るため､国の平成30年度補正予算を活用して予算措置を前倒しする。

(2)補正予算額

【財源】

3,330,970千円

円
円
円

千
千
千

２
０
８

７
０
９

７
０
１

４
８
８

０
４
７

０
２

Ｌ
２

国費′

市債

一般財源

【内訳】 （

ノ

※なお､上記2～3については､下記2により設定する継続費のうち30年度分の年割額であり、
翌年度に逓次繰越する｡ ’

． 1 ．

7

事業名 補正予算額 主な内容

1

､

学校施設の環境整備
(単年度事業分）

､ 桐

411,200千円

1,362,800千円

･外壁改修工事
(小:4校）

･トイレ改修工事
(小:9校、中:5校）

』

明許繰越

2

3

学校施設の環境整備
(小学校冷暖房設備設置事業）

(継続費H30～H31)

'学校施設の環境整備
(中学校冷暖房設備設置事業）

(継続費H30～H32)

1,358,970千円

P

198,000千円

･冷暖房設備設置工事
(小:50校）

I

･冷暖房設備設置工事
(中:12校）

逓次繰越，

合 計 3,330,970千円

J ‘ I



2継続費の設定

小･中学校への冷暖房設備設置については､事業期間が複数年度におよぶため､継続費を設定
する。

＜継続費年度割額＞ (千円）

※30年度分については､翌年度に逓次繰越する。

＜継続費年度割額＞ (千円）

※30年度分については､翌年度に逓次繰越する。

１

8

平成30年度 2019年度 合計

冷暖房設備

設置工事

(小:50校）

1，358，970
、

1，928，530 3，287，500

平成30年度 ､2019年度 2020年度 合計

冷暖房設備

設置工事

(中:12校）

198，000
」

105，250 303，250 606，500
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平成SO年度補正予算について ｜
(就学援助(入学準備金)支給単価の増額）

I

学校教育部学事課

1補正理由

市立小中学校に就学する児童生徒が安心して教育を受けられるよう､経済的
理由でお困りの保護者に学用品費等の就学援助を行っており､新入学児童生
徒への就学準備として入学前の3月に｢入学準備金｣を支給している。
その支給単価は文部科学省の｢要保護児童生徒援助費補助金｣の新入学児

童生徒学用品費等の単価に準じているが､昨年末の文部科学省通知により､単
価増(案)が示されたため､3月に支給する中学校入学準備金の所要額を補正す
る。喬

【支給対象者】

平成31年4月入学予定者

【入学準備金単価】

支給単価改定前：

｡中学校47,400円→

改定後

57,400円(10,000円増)＋制服調整費4,000円=61,400円

2補正予算額 7,657千円
'

【財源】 一般財源7,657千円

3補正予算の内容

【内訳】

中学校入学準備金632人分

※追加認定者等を含む

4今後の予定

平成31年 3月7日(木)中学校入学準備金(現単価額分)を小学6年生の認定者へ支給

3月下旬中学校入学準備金(増額分等)を小学6年生の認定者へ追加支給

5参考(小学校入学準備金について）

中学校と同様に単価を増額し支給する。

改定前 改定後

40,600円→'50,600円(10,000円増）

※既存予算にて対応

’
、

ヤ ’

9



ノーヘグ～～～～～～へグー～～～～～ヘクヘグー･へジグ～グダーーヘグヘ〃へグヘグーーヘグ

議案説明

平成30年度補正予算について、市長に意見を申し出るため、

千葉市教育委員会組織規則第8条第6号の規定に基づき、議決を

求めるものであります。

一〆

＃
、

／
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議案第2号

平成31年度当初予算について

平成31年度当初予算を定めることについて、次のとおり市長に

申し出るものとする。

平成31年1月28日提出

千葉市教育委員会教育長 磯 和
菫
大野

ノ
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平成31年度当初予算（教育委員会所管分）の概要

一般会計教育費当初予算額 707億5， 500万円

構成比（教育費／一般会計） 15． 4％

増減率（対前年度） 6』 6％

|靴:千円）

【国の補正予算による前倒し実施分を含む】

一般会計教育費当初予算額 740億8， 600万円

構成比（教育費／一般会計) 16. 1%

増減率（対前年度） 4． 4％

[国の補正予算を活用する事業］

・学校施設の環境整備 33億3， 100万円

12
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教育委員会教育総務部 (単位：千円）

I
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課
名

事務事業名 '

ノ 』

事 業 内 容 備 考

総
務
課
‐

教育活動推進 1, 177,736 ( 1, 122,384 )

（零響↓!柵繰入金 ‘川）
画一1■■■ ■ー1■■1■■1■■1■■1■■1■■ーー1■■I■■1■■ー1■■一一ー一I■■I■■1■■1■■1■■I■■1■■1■■1■■■■ーー■■■■■■ーI■■■■■一一1■■ー■ﾛ■1■■1■■I■■1■■一I

各学校の実情に応じて児童生徒の教育に必要な物品

の整備などを行う。

教材教具購入費等

小学校 14,349円/人→15, 152円/･人

中学校 16,668円/人→17,681円/人

拡 充

企
画
課
ロ
学
校
教
育
部
教
育
指
導
課

オリンピック・パラ

リンピック教育の推進

L

D ,

（国
■■■q■■■■■q■q■‐‐ｰq■■■■■q■■■■■q■ｰ

P9 000 ( 19,800 )

費 4，100市費 7,900)
東京202Oオリンピック・パラリンピック競技大会を‐

契機に、多様性理解の力をはぐくむための教育を推進

､ ･する◎
b Ⅱ

l 授業におけるパラスポーツの実施

2パラスポーツの試合観戦
≠

3道徳教育用教材の作成
0

4記念陸上大会の開催

、

5オリパラ応援作品の制作
D h

充
規

拡
新

学
校
施
設
課

｡

学校施設の環境整備

』

9

h

ノ

↑

I

（
4,392j979 ( 1,367,454 )

国費 487,313市債 3,685,000
市費 220,666

他に債務負担行為
■q■画画■■画q■ﾛ■■■■■■0■‐■■｡■｡■q■ﾛ■q■q■ーｰ■■ﾛ■■■■■‐■■＝q■

I

）
1,900,000( 0 )
■■■■■■■画■■■■■■■■■■■■■■■■車■■ｰ＝－■■■■■■■■■■‐■■■■－■■■■■■■■■■＝■

学校施設の長寿命化を図るため、計画的な保全改修

を行うとともに、昨今の猛暑に対応する普通教室への

エアコン設置等、時代の要求水準に沿った施設環境．

機能に改善するための質的整備を行う。

l 工事等 一
0 ■ 口

大規模改造 小学校5校、中学校1校

エアコン整備小学校54校、中学校12校
､

2実施設計
オ 1

外壁改修 小学校2校、中学校2

トイレ改修 小学校3校、中学校8校

高等学校1校 ．

I

3 リース
〃

､

【債務負担】 〃

エアコン整備 中学校42校
／
○
ノ

f I

I

Ⅱ

I

F

、 と



～

１

14

学
校
施
設
課

適正配置改修

学校防犯対策

706, 263 ( 104,000 )

（黒臺 ’淵市． “$''‘］
学校適正配置事業により統合する千城台旭・南小及

び千城台北・西小について、校舎等の大規模改造を行
ｰ

つ ◎

l 工事

大規模改造 千城台旭・南統合小

平成31年度～平成32年度継続

2実施設計

大規模改造 千城台北・西統合小

O

ロ■＝■■■■ー■■ーーーー■ーー■■■■■■■■■■ー■■ー■■

12,952 ( 16,956 )
岐萱…_必_蝋..､息._--..__…._….】…

施設被害や侵入のある学校の中から、 10校に防犯力
メラシステムを設置し、安全で安心な学校づくりを推

進する。

設置校80校→90校

､

拡 充
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教育委員会学校教育部 (単位:千円）
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課
名 事務事業名

笠

事 業 内容
、 h

、
､

と

備 考

学
事
課

ノ
、

不登校児童生徒の学習支援と
I ﾛ

フリースクールとの連携

L

１

学校､と地域の連携。

協．働体制の整備

要保護・準要保護児童生徒

就 ， 学‘ 援 ， 助

Ⅱ

I

b

●

､

喝

2,000 ( -)

〔市費 2，000 〕

フリースクールに通う不登校児童生徒に対し、イン
『

ターネットを活用した学習支援を行う。
､

b

2, 204 ( 1,727 )

〔国費 733市費 1,471 )

学校・家庭・地域が一体となって、地域ぐるみで子

どもを育てる体制を整備するため､･学校支援地域本部

を新たに10校設置する。

設置校26校(小16校中10校)→36校(小23校中13校）

巳 ■

218,996 ( 212,973 )

〔国費 3, 198県費 517市費 215,281 )
B■■■■－■■■■－－－■■■■＝－－■■■■■■■■－－■■ローq■■■。■q■q■‐ｰ■■一■■■ー毎一一q■‐‐一■■‐‐。■ｰ■■ ■■ロ■q■q■■■ q■＝‐q■q■‐ｰ■■U■■■■■■

'小学校及び中学校就学援助の入学準備金等の支給単

価を国に準じて改定し、支給する。
0.”

小学校40,600円→50,600円

中学校47,400円→57,400円

｝ 。

‘新 規

拡 充

拡 充

教
育
指
導
課

可

帰国 ，外国人児童

生徒教育の充実

I

1

f

基礎学力定着に向けた

学 習 支 援

Ⅱ

〆

▲ L

50,418 ( 37,765 ) ,

（諸収入 115市費 50,303)
■画■■ー■■■■ー■■■■‐ー口■ロ■■ロー■■■■‐ー■■■■■■ーー■■■■■■■■■■ー＝■■＝ｰー■■ロー■■■■■■■■＝■■■■■■■■■■■■■■■■ー‐■■ー■■＝■■■■■■■■■■'■

帰国・外国人児童牛徒の日本語習得を支援するため、

外国人児童生徒指導協力員の配置を拡充するとともに、

日本語指導通級教室を増設する。
訂

l外国人児童生徒指導協力員の増員 11人→13人

2通級指導教室の増設 lか所→2か所

－ 国

113( -)
（市費 113 )

基礎学力の確実な定着を目指し、学力に課題のある
ロ

I

児童を対象とした学習支援を行う。

l 長期休業時における集中的な学習支援

Ⅱ

1

』

2放課後における継続的な学習支援

拡
ｑ
タ

充

新 規

／

11



教育委員会事務局学校教育部 (単位：千円）
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課
名

J qN

事務事業名 事 業 内 容 備 考

教
育
指
導
課
〃

稲毛高等学校及び附属

中学校劣化度調査

d r 1

キャリア教育の推進

■

D B

、 P

､ b 7,000 ( -)

〔市費 ， 7，000 ）
｡ー■■■■■■■■■■■■ー‐■■■■画■■ー■■■ーー■■ーー■■■■‐ｰｰ■ロー■■ｰ■■画一＝ー■■■■ー■■ー■■‐■■■■■■ー■■■＝■■■■■■■■ーー■■ーロロ■■ ■■■■■■

学校施設の老朽化に対応するため、稲毛高等学校及

び附属中学校の劣化度調査を実施する。

』

h

芦

PD
I

3,011 ( 3,157)

〔市費 3,011 )
■■■ローー■■q■一■■q■q■ーq■ーq■■■q■＝q■q■q■q■ﾛ■‐■■ｰq■■■ー■■画一ロﾛ■ーq■q■q■q■q■‐q■■■ﾛ■q■ーq■＝■■■q■q■q■‐■■U■ーq■■■‐■■■■■■■ 1■

地域経済や地域産業を支える人材の育成・確保に向

け、キャリア教育を推進する。 、

1 講義・実技体験実施校10校→20校

2進路指導資料・リーフレットの作成

Ⅱ

新 規

充

、

凸拡

教
育
支
援
課

LD等通級指導教室における

巡 回 指 導
L

3 1

スク一ルカウンセラー活用

／

？
□

7

333（ 333 ）
I

（市費 333）
■■■ロ■ーP－p■画・■■‐q■■■q■q■‐ー‐・■・■■■ー・■-口。■一画ロ■■■■q■ーロ■－0■ロ■一・■ー‐‐■■ーｰq■ロ■ロ■。■■■q■‐申q■ーq■■■‐寺q■ー■■■■■, ‘■

通級指導教室に通えない児童生徒を対象に、通級指

導担当者が学校を訪問し、指導を行う。

モデル区中央区・若葉区

稲毛区・美浜区

0 0

『 『

167,589 ( 110,813 )

〔国費 55,679市費 111,910)
いじめや不登校などに対応するため､公認心理師。

臨床心理士などによる児童生徒へのカウンセリングや

教職員及び保護者に対する助言・援助を行う。

l スクールカウンセラー配置

(1)中学校 55校

(2)小学校 72校→111校(全校配置)

(3)特別支援学校 ’3校

2地区担当スーパーバイザー 3人 一

3統括スーパーバイザー 1人

､

b 、

拡 充

I

拡 充
『

新 規



教育委員会事務局学校教育部 (単位：千円）

17

課
名 事務事業名 事 業 内 容 備 考

教
育
支
援
課

スクールソーシャルワーカー

活 用

）

SNSを活用した

‘教 育 相 談

17, 334 ( 12,888 )

〔国費 5, 758市費 11, 576)
教育と福祉の両面に関して専門的な知識や技術を有

するスクールソーシャルワーカーを配置し、問題を抱

える児童生徒が置かれた環境の改善を支援する。

スクールソーシャルワーカー配置 6人→8人

8,700 ( -)

[国費
旬■■角ロ~■■一口一■■‐ー＝＝■■■■一一‐ー■■＝ロー■■■■■■■■■■ ロ■ー■■ー■■■■‐ー■■ーー■■■■ーー■■■■■■■■■ー■■■■■■■■

8,700〕
＝■■■■■■■■■■■■‐一■■■■

市立中学校・高等学校の生徒のいじめや不登校を

はじめとする様々な悩みに応えるためSNSを活用

した教育相談を行う。

実施時期 10月～1月（毎日）→5月～3月（週2日）

拡 充

拡 充

保
健
体
育
課

小学校の水泳学習における

民間スイミﾝクﾞスクールの活用

部活動の

『

Ⅱ

充実

7,425（ －）

〔市費 7,425 ｝
■■■■■ー■■■■■■ー■■■■‐＝ｰⅡ■■＝－ーー■■■■~ー■■一一一■■■■■■‐■■ーー＝■■■■＝ー＝ー■■ーー■■ー＝■■■■■■ー■■ー■■■■ ■■■■ーー画■■垂■■＝＝q■

民間のスイミングスクールを活用して、水泳の授業

を実施し、児童の泳力の向上、教員の負担軽減及び学

校プール施設の維持管理費用削減などの効果を検証す

る◎

実施校 2校

7,400 ( 3, 200 )

（国費 1, 120市費 6,280)
■ー■■■■■■■■■■ー■■■■ーーローーーー■■■■＝■■ー■■ー■■ー■■■■ー■■一一■■■■■■ー■■■■■■‐■■ー■■ーロー■■■■■■■ｰ■■■■■ｰ■■ー■■■■■■■■一■■ー1■

部活動の充実及び教職員の負担軽減を図るため、専

門的な知識や技術などを有する指導者を中学校へ派遣

する。

部活動指導員 10人 ‘

民間指導者派遣回数 延べ1, 600回→1,700回

新 規

拡 充



教育委員会学校教育部 (単位：千円）
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課
名 事務事業名 事 業 内 容 備 考

保
健
体
育
課

学校給食運営 8, 689, 166 ( 8, 390,447 )

｛瀦淵鵬収妻‘淵
成長期にある児童生徒に、安全でバランスのとれた

栄養豊かな学校給食を提供する。

食材価格が上昇していることなどから、学校給食の

望ましい質を維持するために､平成31年4月から小学校、

中学校及び高等特別支援学校の給食費を改定する。

､

l食あたり給食費

小学校（下学年） 255円→270円

小学校（上学年） 273円→288円

中学校及び高等特別支援学校290円→320円

特別会計

教
育
セ
ン
夕
－

教育情報ネットワーク

(CABINET)更新

266,059（ －）

（市費 266,059 ）
■■■＝■■一一■■－－－－－■■ｰ■■ロ■■‐■■■■-■■■■Ⅱ■■ゴー■■■■■■＝ー‐ｰｰ＝■■■■■■■■■■＝＝■■■■＝ー＝＝■■■■＝ー■■ｰ■■－ーロー■■■■＝ー■■＝

平成23年2月から稼働している教育情報ネットワーク

(CABINET)について、老朽化及び保守物品の提

供終了などにより、システムの維持が困難な

更新を行う。

1校務用PC増設 1人l台化

。
｝
」
。
とから、

2学習用PC増設、小学校パソコン教室1人l台化

3運用開始予定 平成32年1月

Ｉ

養
護
教
育
セ
ン
タ
ー

スクールメディカルサポータ

－の派遣

378 ( 13, 520 )

（窯！淵諸収入 ‘‘ ）
■■■ ■■一一■■画一■■ー■■一口■■■毎画一口■■口■■■■■■＝■■■■■■ー■■■■‐■■■■ー■■ｰ‐ーー■■■■■■ー■■■■■■■口車■■■■ｰー■■画一一■■ ■■ｰ■■■■■

小学校の通常学級または特別支援学級に在籍する

医療的ケアを必要とする児童に対し、医療的ケアを行

うスクールメディカルサポーターを派遣する。

スクールメディカルサポーター(看護師） 4人→6人

拡 充
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教育委員会生涯学習部 (単位：千円）

19

課
名 事務事業名 事 業 内 容 備 考

Ｌ
プ

生
涯
学
習
振
興
課

放課後子ども教室推進

0

碑 . D U g

生涯学習センター管理運営

P ､

公民館管理運営

、
‐

科学教育推進

〔
221,873 ( 73, 695 )

国費 37, 621県費 15, 683

諸収入 39,690市費 128,879］
他に債務負担行為 425,000 ( 463,000 )

■ーー■■ーロ■ー■■■■■■ー■■ー■■■■＝■■‐‐■■■■ｰー■■ー■■■■ーｰ■■ー■■‐■■■■‐■■■■■■ロー■■‐■■ー■■ーー■■‐■■■■■■■ロ■■■■■■■■■■■■■■ー■

子どもたちの放課後の充実を図るため､小学校の放

課後において、地域の参画のもと、多様な体験・学習

の機会を提供する。

l 子どもルームとの一体型運営（モデル）

(1)実施校の拡大 1校→6校（各区1校）

(2)平成32年度実施校6校拡大に向けた開設準備

2総合コーディネーターによる活動支援（モデル）

実施校 15校

く

585,499 ( 581,968 )

（使用料 10,490市費 575,009)
■■ー■■ー■■＝＝一■■■■■■■■一■■■■ー一＝ー■■■■■■■■＝ーー■■■■■■■■ー■■■■ー■■■■■■ー■■■■ー■■■■■■ー＝一■■■■－‐＝ー■■口■■■■＝■■■■■■■■■■■■

市民の生涯学習活動を総合的に支援し､生涯学習の

振興を図るための中核的施設として､指定管理により

生涯学習センターの管理運営を行う。

ﾉ

1,375,857 ( 1,369, 582 )

（黒言？ 40;i壽順会 !Ⅲ期
地域住民の最も身近な学習拠点及び交流の場として

その役割をより効果的に果たすため、指定管理により

47公民館の管理運営を行う。

551, 659 ( 563,334 )

〔繰入金 500市費 551, 159 )
■■■■■■ ■■‐■■ーーーーー■■■■＝■■■ ■■画一■■■■■■ー＝■■■■■■■■■ー■■‐一一■■一ーー■■■ー■■‐■■‐■■■■ー‐ー■■‐■■ーー■■■■■ロー■■■■■ｰ■

科学都市戦略事業方針に基づき、子どもたちの探究

心向上と青少年の創造力育成をはじめ、幅広い世代の

市民が科学・技術に触れあう機会を提供する。

l 科学館管理運営（指定管理）

2未来の科学者育成プログラム他

拡 充



教育委員会生涯学習部 (単位：千円）
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課
名 事務事業名 事 業 、内 容 備 考

文
化
財
課

加曽利貝塚の魅力向上

蛍

h

博物館管理運営

毛 『

143,409 ( ･133,993 )

（窯淵零収妻 ”‘::）
特別史跡である加曽利貝塚の魅力や重要性を多くの

方に知ってもらうため、加曽利貝塚の整備や縄文貝塚

文化の研究を進めるとともに、縄文体験やイベントを

実施する。
ハ

l 加曽利貝塚の史跡整備

(1)利便性向上などの短期的な史跡整備

北貝塚住居跡群観覧施設改修実施設計

園路、ベンチ等環境整備工事実施設計他

(2)加曽利貝塚博物館の移転

新博物館基本計画策定

建設予定地周辺での交通量調査他

2縄文貝塚文化研究の推進 、

(1)発掘調査及び見学会の実施

(2)発掘資料の整理・調査・研究

3縄文体験及び集客イベントの実施

(1)縄文体験プログラム運営

(2)縄文春まつり・秋まつり他

111,386 ( 67,986 )

（篶尉：川艤収舎 “粥）
l加曽利貝塚博物館管理運営

加曽利貝塚や縄文文化に関する教育普及を行うと

ともに、施設の管理運営を行う。

(1)加曽利貝塚から出土した資料などの展示､企画展

(2)土器づくりなどの教育普及

2郷土博物館管理運営 ’

0

千葉市の歴史・民俗に関する教育普及を行うとと

もに、施設の管理運営を行うほか、空調設備を設置

する。 ‘

(1)千葉市の歴史・民俗に関する展示・調査研究

(2)千葉氏に関する研究及び啓発

(3)歴史講座や鎌倉騎馬武者体験などの教育普及

(4)市史編さん

(5)郷土博物館2．3階空調設備工事
「

拡 充

タ
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教育委員会生涯学習部 (単位：千円）
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I
D

I

し

I
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課

名
事務事業名

、

I
Ⅱ

事 業 内 容 ．． 備 考

l

凸 ■

中
央
図
書
館
．
地
区
図
書
館

新たな図書館計画の策定

､ Ⅱ

1
6

図書館管理運営

ﾔ

5,000 ( l,000)〆

〔市費 5,000 )
■ー■■＝■■■■■■■■■ー■■ー■■■■■■■ー＝■■■■ー画一向■■■■‐■■ー‐■■ロﾛ■＝■■■■■■‐■■＝ー■■■■■■ ■■■■ー■■ー■■‐ｰ■‐＝■■■■■■■＝■■ーｰ■

特長のある図書館づくり、持続的に発展する図書館

づくりを総合的に進めるため、新たな図書館計画を策

定する。 空 ■ 。

I

8 1

755,422（ 743,374）I

（
繰入金 650諸収入 3，348

市費 751,424 ）
他に債務負担行為 93，675 （ －．）

図書資料の整備に努め、身近で頼れる市民の図書館
勺

｡ ／

として充実した図書サービスを提供する。

l 図書資料整備

2 図書館維持管理

3図書館システム

4図書館協議会
、



～ヘグーーヘグヘダグーグーグヘグヘグーーーヘ"グージーーヘグへ〆 /～ジ グ～" グーグヘグ グーグヘグ ノーヘ/ーヘグ

議案説明

平成31度当初予算について、市長に意見を申し出るため、千

葉市教育委員会組織規則第8条第6号の規定に基づき、議決を求

めるものであります。

、

22



議案第3号

特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部

改正について

特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例を次のとおり制定するものとするJ

平成31年1月28日提出

千葉市教育委員会教育長磯野和美

千葉市条例第 号

特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例

特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和31

年千葉市条例第17号）の一部を次のように改正する。

附則第17項中「平成30年4月1日」を「平成31年4月1日」に、

「平成31年3月31日」を「平成32年3月31日」に改める。

附則第21項中「平成30年4月1日」を「平成31年4月1日」に、

「平成31年3月31日」を「平成32年3月31日」に改める。

附則第27項中「平成30年4月1日」を「平成31年4月1日」に、

「平成31年3月31日」を「平成32年3月31日」に改める。

‘ 附則

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

～～～～～～～～/、～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

議案説明

本市の財政状況を踏まえ、教育長の給料等について減額措置を継続

するため、条例の一部を改正するよう市長に申し出ることについて、

議決を求めるものであります。
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議案第4号

千葉市生涯学習センター設置管理条例等の一部改正について

千葉市生涯学習センター設置管理条例等の一部を改正する条例を次の

とおり制定するよう市長に申し出るものとする。

平成31年 1月28日提出

千葉市教育委員会教育長磯野和美

千葉市条例第 号

千葉市生涯学習センター設置管理条例等の一部を改正する条例

（千葉市生涯学習センター設置管理条例の一部改正）

第1条千葉市生涯学習センター設置管理条例（平成12年千葉市条例

第66号）の一部を次のように改正する。

ゞ:： 別表第2中「52， 250円」を「53， 210円」に《 「8， 9
，蒲

､:4．20円」を「9， 080円」に、「25， 460円」を「25， 93
諜一

0円」に、「12，330円」を「12，550円」に、「10，8

90円」を「11，090円」にも 「5ウ 630円」を「5，730

円」に、「24，600円｣を「25， 050円」に、 「9， 050

円」を「9，210円」に、「21，710円」を「22，110

円」に、「22，800円」を「23，220円」に、「13，56

0円」を「13，810円」に、「10，000円」を「10，18

0円」に､ 「3， 200円」を「3， 250円」に、「1， 270

円」を「1，290円」に、「980円」を「990円」に、「13，

250円」を「13，490円」に改める。

（千葉市科学館設置管理条例の一部改正）

第2条千葉市科学館設置管理条例（平成18年千葉市条例第44号）

の一部を次のように改正する。

別表第1項の表中「610円」を「620円」に改める。

別表第2項の表中「610円」を「620円」に改める。

別表第3項の表中「2， 160円」を「2， 200円jに改める。

附則

（施行期日）

1 この条例は、公布の日から施行する。
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一

（利用料金の経過措置）

2 第1条の規定による改正後の千葉市生涯学習センター設置管理条例

別表第2の規定は、平成31年10月1日（以下「適用日」とい

う。）以後の使用に係る利用料金について適用し、適用日前の使用に

係る利用料金については、なお従前の例による。

（科学館の利用料金の経過措置）

3 第2条の規定による改正後の千葉市科学館設置管理条例別表の規定

は、適用日以後の観覧及び利用に係る利用料金について適用し、適用

日前の観覧及び利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

～～～～～~～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

〆

議案説明

消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、利用料金を改定するため、

条例の一部を改正するよう市長に申し出ることについて、議決を求め

るものであります。
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議案第5号

千葉市公民館設置管理条例の一部改正について

千葉市公民館設置管理条例の一部を改正する条例を次のとおり制定す

るよう市長に申し出るものとする。

平成31年1月28日提出

千葉市教育委員会教育長磯野和美

千葉市条例第 号．

千葉市公民館設置管理条例の一部を改正する条例

千葉市公民館設置管理条例（昭和44年千葉市条例第23号）の一部

を次のように改正する。

第6条第2項を削り、同条第3項中「第1項」を「前項」に改め､同

項を同条第2項とする。

第7条第2号を次のように改める。

（2）法第23条に規定する禁じられた行為に該当すると認めるとき。

第7条中第3号を削り､第4号を第3号とし､同条第5号中｢前各号｣

を「前3号」に改め、同号を同条第4号とする。

第8条第4号中「第4号」を「第3号」に改める。

第9条中「第7条第4号」を「第7条第3号」に改める。

別表第2中「750円」を「760円｣‐に、 「1， 080円」を「1，

100円」に改める。

附則

1 この条例は､平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第2

の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、平成31年10月1日

以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料

については、なお従前の例による。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～･～～～～～～～～～～～～

議案説明

公民館の使用の制限を緩和するとともに、消費税法及び地方税法の

、一部改正に伴い使用料を改定するよう市長に申し出ることについて、

議決を求めるものであります。
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報告第1号

｢学校における働き方改革プラン」の策定について

「学校における働き方改革プラン」の策定について、次のとおり

臨時代理により処理したので報告する。

平成31年1月2 8日提出
一

千葉市教育委員会教育長 磯 和
圭
大野

I

昨』

I

1

く
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学校における働き方改革プラン

鍍簿
．__今,.･4＝fd

！
か･

千葉市教育委員会

平成31年1月

30／
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1 プラン策定の趣旨

平成29年8月29日に中央教育審議会初等中等教育分科会「学校における働き方改革

特別部会」が示した「学校における働き方改革に係る緊急提言」※1では、「学校における

働き方改革」の必要性が打ち出されました。同年12月22日には、中央教育審議会が「新

しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き

方改革に関する総合的な方策について（中間まとめ)」を公表し、「教職員及び専門スタッ

フ等、学校指導・運営体制の効果的な強化・充実」や「勤務時間の適正化や業務改善・効

率化への支援」等、働き方改革の具体的な方策を示しました。これを受けも文部科学省は、

同年12月26日に、「学校における働き方改革に関する緊急対策」を公表し、具体的な対

策を示しました。「業務の役割分担・適正化を着実に実行するための方策｣、「それぞれの業

務を適正化するための取組｣、「勤務時間に関する意識改革と時間外勤務の抑制のための必

要な措置」等が示されたことで、文部科学省、教育委員会、学校のそれぞれが取り組むべ

き具体的な内容が明らかとなりました。

本市では、平成23年度に「学校現場の勤務負担軽減検討会」を立ち上げ、学校現場の

勤務負担軽減のあり方について協議し、各学校では会議や行事の削減､事務の効率化、教

育委員会では提出文書の削減や簡略化、各種非常勤職員や支援員の配置、学校徴収金の公

会計化などの取組みを進めてきました。これらの取組みにより ｢勤務による負担感が大い

に減少した、または、多少なりとも減少した」と感じる教員の割合はおおむね70％とな

り、勤務負担軽減には一定程度の効果を発揮することができました。一方で、本市で行っ

ている在校時間調査では、 23年度以降も勤務時間を除く在校時間が微増となっており、

これまでの勤務負担軽減策が在校時間の削減には結びついているとは言い難く、抜本的な

働き方の改革が必要な状況にあるといえます。

そこで、平成29年10月には「チーム学校」推進委員会を立ち上げ、教員の働き方改

革に向けた教育委員会としての方針や具体的方策を盛り込んだ「学校における働き方改革

プラン」を策定し、限られた時間の中で、教員が日々の生活の質や教職人生を豊かにし、

自らの人間性や創造性を高め、子どもたちに対して効果的な教育活動を行うことができる

状況を作り出すこととしました。

このプランに掲げる目標が各学校において現実のものとなることで､本市教員一人ひと

りが心身の健康保持を実現し、充実した教育活動を行うことができるようになり、本市教

育の質が向上していくと考えています。 、

※1 「学校における働き方改革に係る緊急提言」

教員が授業や授業準備等に集中し、教員が健康でいきいきとやりがいをもって勤務でき、教育の質を高められる環境

を構築することが必要である。しかしながら、教員勤務実態調査から、教職員の長時間勤務の実態が看過できない状況

であり、授業改善をはじめとする教育の質の確保・向上や社会での活動を通じた自己研鎖の充実の観点からも、学校教

育の根幹を揺らぎつつある現実を重く受け止めるべきであり、『学校における働き方改革』を早急に進めていく必要が

ある。

1

ノ

32



』

2勤務の現状等

日本の学校・教員は、諸外国よりも広範な役割を担っています｡これは、教育課題

が複雑化・困難化していることに合わせ、教員の子どもたちのためにという使命感と

責任感により、業務範囲が拡大してきたためと考えられます。また、学校現場は時間

管理の概念が希薄であり、勤務時間を超えて仕事を行うことが習慣化していることも、

在校時間が増加する要因となっています。
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①教諭の勤務時間を除く在校時間（月平均）の分布状況

グラフから、小学校は勤務時間を除く在校時間は50時間台が多く、中学校は60

時間台、特別支援学校は20時間台、高校は40時間台が多くなっていることがわか

ります。また、中学校、高校はばらつきが大きくなっていて、在校時間が長くなる傾

向があります。特に、中学校で、いわゆる「過労死ライン」と言われる月80時間超

の時間外勤務をしている教員が多くなっていることは問題です。その大きな要因とな

っているのは部活動で、すぐにでも対策が必要な状況です。

（

(トピックス）勤務時間を除く在校時間が200時間超え！？

中学校・高校では勤務時間を除く在校時間が200時間を超える教員も見受けられます。仮に、 1か月のう

ち、土日の8日間すべてで8時間部活を行っていたとして、残りが平日の時間外勤務であった＆仮定すると、

平日は1，日当たり約7時間の時間外勤務をしていたことになります。平日に部活の朝練(時間外勤務）を1時

間行い､通常の勤務を16時30分まで行ったとしても､まだ残り6時間の時間外勤務をする計算になるので、

毎日22時30分まで勤務することになります｡それから帰宅し､また翌日は朝練のために早起きをするとい

う生活が続きます。いつ健康被害が起きてもおかしくない状態です。

2
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②教員（主幹教諭、教諭、養護教

諭、栄養教諭）の勤務時間を除

く在校時間の月平均

＜校種別＞

29年度全校種の平均49時間

＜校種別＞
③勤務時間を除く在校時間が月平

均45時間を超える教員の割合

29年度全校種の割合59％

平成28年度の文部科学省教員実態調査の結果と同様、本市の教員の長時間勤務

の主要因は授業準備・生徒指導・事務処理・行事準備等となっています。中学校・

高校では、これに部活動指導が加わります。帰りの会が終わり子どもたちが下校す

るのはおよそ16時です。それから教材準備を始めても30分で終業時間となって

しまいます。部活動を行っている場合は､部活終了が18時として､そこから教材

準備が始まりますので、本来業務である授業のための時間はすべて勤務時間外とな

ってしまう現実があります。

(トピックス）千葉市の教員の平均的勤務のイメージ

千葉市の教員の勤務時間を除く在校時間の平均から、千葉市の小学校、中学校の教員の平均的な勤務

の状況を図にしました。

（勤務時間を除く在校時間の平均、平日小学校約2時間、中学校約3時間）

30註00 16:30 18:OC7 30 8:0C

…く …

寧一LLﾄピｯｸｽ)教員の残業代はいくらなの？ ‐トー一-一一一一一一画=一一一=一……
‘教員の時間外勤務手当は､｢公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年)」

において、「教員の職務は勤務時間の長短によって機械的に評価することは必ずしも適当でない」として、時

間外勤務の有無や総量に関わらず給料の4％の「教職調整額」を支給するよう定められています。また、それ

を支給する代わりに、「時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない」と規定しています。教職調整額の

4％は昭和46年当時の教員の時間外勤務の月平均が8時間という実態を参考に決められたものです。

3
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29年度 42時間 64時間 27時間 56時間

29年度 55.3％ 72.5％ 17.6% 27.9％
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④勤務時間を除く在校時間（月平均）の推移

く小学校＞ (時間）

(時間）＜中学校＞

在校時間調査を始めた平成23年度から29年度の推移をみると、教諭全体として

は微増しています。これは、比較的遅くまで残る傾向のある若手教員が増えたことが

影響しているという見方もできますが､副校長.教頭の在校時間が増えてきているこ

とから推察すると、業務量の増加が要因と考えられます。この間、学習指導要領の改

定に伴う新たな教育への対応の他、学校安全対策、アレルギー対策、いじめ防止法へ

の対応等として、学校ごとの計画策定や校内委員会の設置等が求められるなど、業務

量が増える要因は様々ありました。さらに、特別な配慮を要する児童生徒や日本語指

導を必要とする児童生徒も増加してきており、個別の支援計画の策定や教材の用意な

どもより一人ひとり個に応じた指導のための業務も増えてきています。保護者対応が

増加していることも要因の1つです。

これまでも、各学校では事務の効率化や行事の削減に取組んできましたが、抜本的

な働き方の改革が必要な状況にあると言えます。

……LLﾄピｯｸｽ)負担軽減策､給食費の公会計化」－－－…一…一…一一一……痢一…。
本市では、平成30年4月から「学校給食費の完全公会計化」を実施するともに、学校の業務改善を図るた

め「一括徴収制度」の仕組みを導入しました。これにより、給食費の未納・滞納問題の改善が図られ、教員に

とっては、徴収や督促の業務が減少したことで、業務的にも心理的にも大幅な負担軽減となっています。保護

者にとっても利便性の向上が実現できたと考えています｡導入当初は事務処理の変更に伴う負担もありました

が、現在は順調に運用されています。文部科学省が示す業務改善が実現した1つの例といえます。

4
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主幹教諭 教諭 養護教諭 栄養教諭

平成23年度 33 60 60 94 61 32
． F成24年度 29 62 64 84 65 33

F成25年度 29 65 63 73 ． 65、 36

F成26年度 35 71 64 65 65 35 40

F成27年度 37 72 62 67 64 35 43

F成28年度 36 73 62 55 69 35 30

平成29年度 37 78 64 71 71 35 7



3 プランの目標

灘議議議灘蕊

-
学校における働き方改革の実現により、教員一人ひとりが心身ともに健康な状態

でいきいきと教育活動を行うことができるようにします。また､ これまでの教員の

役割を見直し、子どもたちと向き合う時間や授業準備、教材研究の時間を十分に確

保することで、よりよい教育が実現できるようにします。

／

J2j:1－毎＝膳

①1人当たりの勤務時間を除く在校時間数の月平均を

2017（平成29）年度の平均49時間から、

OH･ 日以上､'|･同

②勤務時間を除く在校時間が月平均45時間を超える人数｜の割合を2017 （平成29）年度の59％から、

、'1｣:固 る今､器 ：には0

文部科学省が2018年12月に示した「公立学校の教師の勤務時間の上限に関

するガイドライン」（案)では、上限の目安時間として、「勤務を要する日の在校等

時間が、 1日の勤務時間を超えた時間の1か月の合計が45時間を超えないように

すること｡」となっていることから、 この基準をもとに①の数値目標を設定しまし

た。上記①の目標を達成できれば、②の数値目標の達成に近づくことになります。

蕊蕊
鏡
蕊
溌

群f式』典

めよう3 二1！

学校における働き方改革の実現で、 1人1日30分早く帰ることができれば、 l
か月で約10時間、在校時間を削減することができます。プランの実現に向けた合

言葉として浸透させ、意識改革を図ります。

5
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4取組の基本方針と具体的な取ボ
、

ﾖ､蚤側【

本プランでは、本市に勤務する教員の勤務実態の課題を改善し、前項で示した数

値目標を達成するための具体的方策を示し、教員の意識改革と業務改善・業務の適

正化を進めていきます。そして、これらの取組により教員が健康を保持し、真に子

どものために必要な業務に専念し、いきいきと教育活動に取組むことができるよう

にしていきます。

以上の実現に向け、次の3つの基本方針に基づいて具体的取組を進めます。

基本方針1教員の業務改善と学校業務の適正化

教員が本来業務に専念できる環境を確保するため､学校の業務を

見直します。

。教員が担う業務の明確化・適正化

・パソコン1人1台化による業務の効率化

・自動応答電話の設置による閉庁日及び閉庁時間の導入

・部活動ガイドラインの策定と適正な運用

‘ ・外国語教育への支援充実 ‘ 等‘

基本方針2 ｢チーム学校」の体制強化と人員配置の工夫

学校に勤務する職員や支援スタッフ、地域ボランティア等の活用

により、教員の業務を支援します。

・専門スタッフ等の配置の充実と総合的な最適化

・学校間連携事業による教員の事務的業務の軽減

・部活動指導員制度の導入

・スクールサポートスタッフ配置事業の推進

・地域の人材活用による教員の業務支援 等

基本方針3教員の意識改革と健康保持の実現

教員の意識改革を図り、長時間労働を是正するとともに、教員の

健康保持を実現します。

・出退勤の管理

・意識改革のためのプラン概要やリーフレットによる啓発

・教員のメンタルヘルス対策の促進

・休暇・休業取得促進 等

6
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灘蕊蕊議議篭溌
議鐵蕊蕊灘翰
①教員が担う業務の明確化・適正化※2 【重点的な取組】

・外部意見等を参考にし、真に教員が担うべき業務の明確化・適正化を図りま

す。 ‘

・各学校の実情や将来の展望を見据えた、教員配置の最適化を図ります。

②パソコン1人1台化による業務の効率化【重点的な取組】

・2020年1月のCabinetシステム更新にともない、パソコンを教員

1人に1台配置します。各種帳簿作成、成績処理等の事務作業の効率化と会

議、各種連絡のペーパーレス化等を図ります。

･CHAINSや庶務事務システムが同一パソコンで使用可能になることに伴

い、調査報告書等の作成・提出の効率化を図ります。

③自動応答電話の設置による閉庁日及び閉庁時間の導入【重点的な取組】

・閉庁日及び閉庁時間を自動応答設定とし電話対応を行いません。

※閉庁日勤務を要しない週休日、祝日、年末年始、夏季休業中の日直を置

かなくてもよい日

※閉庁時間平日登校時間15分前、平日19時以降

（時間については目安。学校の実態に応じて対応）

④部活動ガイドラインの策定と適正な運用【重点的な取組】

・文化部活動ガイドラインを策定します。

・運動部活動ガイドラインを適正に運用します。

※休養日は週2日以上（平日は週1日以上、休日は土日どちらか）

※1日の活動時間は、平日2時間程度、休日3時間程度

※2 「教員が担う業務の明確化・適正化」

これまで学校・教員が担ってきた業務については、中央教育審議会において審議され、以下の通り考え方が整理され

ている。

（1）基本的には学校以外（地方自治体、教育委員会、保護者、地域ボランティア等）が担うべき業務

例）①登下校に関する業務、②夜間などにおける見回り、③学校徴収金の徴収・管理など

（2）学校の業務だが、必ずしも教員が担う必要がない業務

例）①休み時間における対応、②校内清掃、③部活動など

（3）教員の業務だが、負担軽減が可能な業務

例）①給食時の対応、②授業準備③学習評価や成績処理など

業務の担い手を学校・教員以外の者に積極的に移行していくという視点に立って検討することが求められている。
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､

⑤外国語教育への支援充実【重点的な取組】

・民間委託による外国人講師を派遣します。

※全小学校5， 6年年間35時間、 3， 4年年間18時間、

中学校年間13時間

・外国語教育支援員を配置します。 、

・教育センターにおいて､外国語指導の実践例(指導案）を集約し活用を図る

ことや､外国語活動のデジタル教材の整備及び年間指導計画を作成すること

等により、各学校の外国語活動を支援します。

⑥各学校における特別支援教育体制の充実

．特別支援教育担当者（学級担任、通級担当者、特別支援教育コーディネータ

ー）の研修を充実します｡

・校内支援体制構築への支援を行います。
、

⑦教育委員会の各種事業の見直し

，各種事業をスクラップ＆ビルドの視点で見直じます｡また､各種調査､会議、

行事のさらなる精選を行います。
『

⑧カウンセリングルームや教育相談室等の整備状況の調査､-学校の相談体制の

環境整備

・主に、小学校の整備状況を調査し､個別相談できる環境の整備を促進します。

⑨水泳指導の民間スイミングスクールへの委託化

・委託化による、施設老朽化対策、子どもの泳力向上、教員の業務軽減等の効

果を検証します。

⑩普通教室の空調設備設置による、冬季のストーブ関連業務の削減

・普通教室の冬季のストーブ使用を減らし、ストーブや灯油の管理、運搬業務

を削減します。

⑪保護者向け配付文書、書類の削減

・インターネット環境を活用して‘の情報伝達を検討します。

8
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瓦｡｡､ヘ報 金1,癖奪2群

溌蕊灘議職瀧議灘鋤
① 専門スタッフ等の配置の充実【重点的な取組】

･学校へ配置している以下の非常勤講師や支援スタッフについて、各事業の主

旨や目的、勤務負担軽減の効果を検証し、支援体制の充実を図ります。

＜特別支援教育に関する配置授業＞

。特別支援教育指導員配置事業

･特別支援教育介助員配置事業

常時介助が必要な児菫への安全確保

・スクールメディカルサポート配置事業

医療的ケアを必要とする児童に対しての耆護師派遣

・学校訪問相談員派遣事業

･LD等通級指導教室の巡回による指導

通級できない子どもに巡回指導を行います 等

＜学習指導に関する配置事業＞

・学校運営充実非常勤講師配置事業
・英語教育支援員配置事業

・理数教育充実非常勤講師、理科教育サポーター配置事業

・音楽教育充実非常勤講師配置事業

音楽専科のいない小規模校に配置

・日本語指導通級指導教室設置

・外国人児章牛徒指導協力員 等

＜生徒指導く教育相談に関する配置事業＞

・スクールカウンセラー活用事業

・スクールソーシャルワーカー活用事業

・学校経営充実のための非常勤講師配置事業

・子どもナビゲーター

’・不登校児菫生徒のための適応指導教室事業

・不登校児章牛徒のための相談事業

家庭訪問相談員、電話相談、来所相談、医療相談、

グループ活動支援員 等

②専門スタッフ等の配置の総合的な最適化【重点的な取組】

・学校へ配置している非常勤講師や支援スタッフ等を、各学校の実情に応じて

最適化するシステムを構築します。

③学校間連携事業による教員の事務的業務の軽減【重点的な取組】

・学校事務職員が行っている学校間連携事業により、学校事務職員が学校運営

に関する支援を行い、教員の事務負担軽減を図ります。

9
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④部活動指導員制度の導入【重点的な取組】

，専門性のない顧問がいる部活に配置します。 ，

※校長が顧問として任命することができ、単独で指導が可能な非常勤嘱託

職員（1回2時間週3回35週）

「

⑤スクールサポートスタッフ配置事業の推進【重点的な取組】

・効果を検証し配置の充実を図ります。

※教員の事務的業務の一部を担う非常勤職員（週29時間年間42週）

⑥地域の人材活用による教員の業務支援

6休み時間や給食の時間の見守り等について､地域ボランティアを活用します。

・学校支援地域本部推進事業と連携して、地域人材の活用を推進します。

・地域担当職員の位置づけを検討します。 ミ

⑦中学校免許外教科指導の解消 』

・非常勤講師配置の拡充や複数免許所持者の増員、および、複数校兼務発令を

進めます。

／

垣貢･@

①出退勤の管理（客観的に把握・集計するシステムの導入）【重点的な取組】

‐教員の在校時間を客観的に把握しデータ集計するシステムを導入し、管理職

による指導・助言等を通じて教員の長時間労働是正を図ります。

②意識改革のためのプラン概要やリーフレットによる啓発【重点的な取組】

・働き方改革の意義や取組への理解を広めるため、教員向けにプランの概要版

やリーフレヅトを作成し配付します。

③教員のメンタルヘルス対策の促進
』

・在校時間をもとにして産業医による面談を促進します。

④休暇・休業の取得促進

・年次休暇や男性教員の育児休業取得促進に向け、職場の雰囲気作りなどを管

理職に働きかけます。

⑤学校行事の準備・運営方法見直しの啓発

・各学校で行われている行事等について、準備にかける時間や練習方法等につ

いて、過度の対応とならないように呼びかけます。

10
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⑥保護者や地域への啓発

・教育だよりや教育委員会のホームページを活用し、保護者・地域に働き方改

革の意義を伝えます。

⑦働き方改革の取組紹介

・各学校の働き方改革の好事例を紹介し、取組の啓発をします。

⑧ 目標申告制度等による個人の目標設定

･各個人の勤務時間の削減目標設定を、 目標申告制度に取り入れます。

11
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5取組の推進体制

議蕊蕊蕊蕊蕊蕊麓蕊霧議
教員の勤務負担軽減の具体策を検討する組織として、平成29年10月教育委

員会内に「チーム学校」推進委員会を設立しました。（設置要領・・・'･P14)

また、「チーム学校」推進委員会の下部組織として、「部活動」「特別支援教育」「学

習指導」「生徒指導」「環境整備」の5つのワーキングループ（以下WG)を設置

し、 これまで、素案の作成や具体策の検討、各種事業の組織横断的な調整を行っ

てきました。今後は、「チーム学校」推進委員会とWGを中心に、プランの推進と

効果の検証を図っていきます。

①プランの取組をもとにした各学校での具体的な取組や、学校・地域の実態に

応じた独自の取組を検討し実践します。

②上記取組内容をプラン概要版に記載し､全職員の理解と意識改革を図ります。
、

灘蕊蕊藤蕊鴬蕊譲蕊§
<推進委員会の年度スケジュール＞

①年3回の「チーム学校」推進委員会で各WGの取組状況を確認し、助言や支

援を行います。また、在校時間調査の結果や各WGによる事業の検証結果をも

とに、それぞれの取組が勤務負担軽減にどの程度効果があったかを協議し、新

たな具体策の提案等を行います。協議の結果を受けて、各WGで新たな具体策

を検討します。

②プランは、新たな取組の追加や取組の見直しを反映したものとするため、毎

年度改定していきます。
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参考1 中学校の目標設定

「勤務時間を除く在校時間が月平均45時間をこえる人数を3割削減する｣ためには、

本プラン3ページの表を見てもわかるように、中学校での在校時間削減が大きな鍵と

なります。中学校の状況の詳細は以下のようになっています。

（中学校の勤務時間を除く在校時間の月平均の状況201 7年度）

仮に「勤務時間を除く在校時間数の月平均を10時間削減する」という目標が達成で

きたと仮定すると、 45時間を超える人数の削減率は、

（2017年度） （平均10時間の削減が実現できた場合）

瀞 聖購‘篭
lO時間削減

…

となり、3割削減という目標からは程遠いこ.とがわかります。では、何時間の削減が

実現できれば、 3割削減の目標が達成できるのか、試算すると

（平均20時間削減の場合) (平均30時間削減の場合）

職‘鵠
削減率53．9/72.5

二743％鍵蕊讓

となり、月30時間の削減ができれば目標を十分に達成できることがわかります。こ

れは、困難なように思えますが、 2017年度は部活動ガイドラインが運用されてい

なかったことを考慮し、その削減効果を踏まえると、

（部活動ガイドラインによる削減効果）

①2017年度平日朝練も含め3時間、土日両日とも4時間活動していたと仮定

1週間で3時間×5日十4時間×2日＝23時間

②ガイドライン平日1日と土日のどちらかを休養日とし、平日1日2時間、土日3

時間活動すると仮定

1週間で2時間×4日十3時間×1日＝11時間

③削減効果①－②23時間－11時間＝12時間
d

灘蕊蕊鍵灘識篭蕊鍵議鰯難蕊難撒蕊職難藤

実際にはこのように単純にはいきませんが、部活動ガイドラインの適正な運用により

大幅な削減が望めます。本プランでは、学校種ごとの目標値は設定していませんが、

すべての学校種に共通する取組で月平均10時間の削減を実現したうえで、中学校、

高校では、部活動ガイドラインによる削減効果で、月20時間以上の削減も十分可能

です。このことから、中学校や高校でも、「勤務時間を除く在校時間が月平均45時間

をこえる人数を3割削減する」という数値目標は十分達成できると考えています。

13

44

蕊鐵鳶蕊蕊職鳶§議蕊蕊蕊§|蕊蕊 蕊蕊§議蕊騨鴬蕊§蕊蕊
人数割合 ’ 6.9％ 4.9％ 6.3％ ’ 9.4％ 9.2％ 9.3％ ’ 11.2% 42.7％

鶯灘識議騨蕊
人数割合 ’ 27.5％

鍵篝蕊識
人数割合



参考2学校における取組事例

①業務改善の推進

・校務分掌のスリム化。すべての分掌について、必要な業務かどうかの

視点で見直す。

・学校行事の精選、削減。全職員がスクラップ＆ビルドの視点で見直す。

・学校行事の準備時間や期間の短縮。放課後練習や朝練習を大幅に削減

する。行事が終わった時点で提案資料の修正を行い次年度にいかす。

・会議、打ち合わせの効率化。校務システムを活用したデータの共有化、

資料のペーパーレス化、会議終了時間の明示等。

②地域ボランティアの活用

・これまで学校の業務と考えられていた業間休みや昼休みの時間の対応

を保護者や地域ボランティアに依頼する。

・印刷や配付物の仕分けなど簡易な事務的業務を保護者や地域ボランテ

ィアに依頼し教員の業務を軽減する。

③部活動の負担軽減

・スポーツ庁および千葉市教育委員会「運動部活動ガイドライン」に則

り活動方針を策定し、運動部活動の運営を適切に行う。文化部活動に

ついても同様の基準で行う。

・複数顧問がいる場合、指導する日を分担する。

・専門性を持った顧問がいない場合は､外部指導者を積極的に活用する。

・朝練習の内容を基礎体力作りなどに統一し、複数部活動合同で行い、

顧問は曜日を決めて交替で指導するなど参加回数を減らす。

蛇

④教員の意識改革

・プランの周知を図り、プランの目標にあるように、働き方改革により、

より良い教育を行うことができるという意識を教員に持たせる。

・ノー残業デーや閉庁時間の設定により、退勤時間を早める。

・教員の出退勤時間を客観的に把握し、必要に応じて指導、助言する。

・計画的な年次休暇や男性の育児休業取得を奨励する。また、長期休業

中は連続して1週間以上の休暇取得を奨励する。

・目標申告やマイチャレンジシートに働き方に関する項目を入れ、目標

を設定し取組む。

・働き方改革について地域や保護者に発信し、理解を得る。

0
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参考3 「チーム学校」推進委員会設置要領

｢チーム学校」推進委員会設置要領

(目的）

第1条 教員の負担軽減を図り、教員が授業を中心とする教育活

動に専念し、子どもと向き合う時間を十分に確保できる

よう総合的に検討するため、教育育委員会に「チーム学

校｣推進委員会を置く・

(所掌事務）

第2条 「チーム学校」推進委員会は、主に以下の観点からの具

体策・目標値等について議論する。

（’）教員とそれを支える多様な人材が連携し、チームとし
て学校運営に取り組む体制を着実に整えること

（2）教員の働き方に関する意識改革を行うとともに、業務

量の見直しや進め方の効率化を図ること

(組織）

第3条 「チーム学校」推進委員会は、次の各号に掲げる職員に

より構成するものとする。

（1）教育次長 （2）教育総務部部長

（3）学校教育部長 （4）教育総務部総務課長

（5）教育総務部教育職員課長

（6）教育総務部教育職員課担当課長

（7）学校教育部学事課長 （8）学校教育部教育指導課長

（9）学校教育部教育支援課長

(10)学校教育部保健体育課長

(11)教育センター所長 (12)養護教育センター所長

長
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

報告説明

「学校における働き方改革プラン」の策定について、千葉市教

育委員会組織規則第9条第1項の規定に基づき、臨時代理により

処理したので、同条第2項の規定に基づき報告するものでありま

／

す。

ノ
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平成31年1月28日

〉

平成31年千葉市教育委員会会議第1回定例会

[参考資料］

報告第

議案第

議案第

議案第

係
係
係
係

号 関
関
関
関

１
３
４
５

１
３
７
９

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ロ
盲

● ｡ ● ● ● ● ● ● ｡ ● ● ● ● ● ● ｡ ● ●

号 ● ● ● ● ● ● ● ■ ◆ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ロ
言

● ● ● ● ● ● O ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

一



報告第1号関係参考資料

千葉市教育霧員会■学校におIする働き方醗革認ラン概雲版変えよう､意識を！
損の業務改善と鍔 務の適正化 蒋聞を

使って
．ｼw選謹

◎教員力担う業務の明確化・適正化

・外部意見等を参考にし、真に教員

適正化を図ります。

．各勢…詠馴晋来の展望を見据

図ります。

◎パソコン1人1台化による麹

･“urBtシステム更新およ（〃、ノ

種帳簿作成醗貴処理等の事務作

絡のペーパーレス化等を図ります

｡白動応答電話の設霞により.顔庁

図ります｡

担うべき業務0塊月砺

更8割笥労催

まぴ、
剛率1巳

コン1人1台化により、各

髪…化と蓋義各種運 そ
唖
邸
笥

函
率
霊
銅

◎
・
“

△琶署八Lﾉざ9。

ﾀ簔十するシステム

閑Lyて教員の長時唐

騨艤潔議瀧驚蕊字
筌 ’

○
三
鹿
閣
ま
．
・
巨
”■

・閉庁日及び平日19隈

設定します。（時間は

◎部活動ガイドラインを

それぞれ休養日を設冗

・文化部活動ガイドラィ

･運動部活動ガイドラィ

◎外鑑吾教育への学琴
，外国人講師等の派遣、

◎意識奴革の庭圃
『 ：

，働き方改革の篤
づ弓ツの籾到F

ｰログu曹嘩

め､教員値

します。

0ﾛｰ箔目削歴ほる

河策を促進します。

産望芙による面談を促追

O教員のメンタ

・汗較8藷を芒
まgo

ワル教材0
当1割尻ほる→計 ：､には 美の取得を促進します6

や男性教員の育児休業取得の促進に向け､職場c

りぼどを管理職に働きかけます。

卜
彰
酷

恥
。年間瑁辱計画の作成等による授業支援を行います6

○各学校における特別支援教育の体制をｦ＝せます

。特別支援教冨日当者(学級担任通級担当言特別支援教濤
コーディネーター）の研修奏塞します．

◎は重点的な取薙

d－

－B

○教育委員会の各種事業の見直しを進めます。

・各種事業をスクラップ＆ビルドの視点で見直しますbまた、

各雷周査、会議行事のさらなる精選を行います。

○カウンセリングルームヤ轍育相談室等の整備状況を調査い

学校の相談体制0】景境整備を推進します。

○水泳指導の民間スイミングスクールヘの委託化をはじめ言

○教篇だよりて叡冨委員会のホームノ、

地域に働き方改革の意義を伝えま画

○各学極の働き方改革の好事伯

動
き

○

国 戸'】鼬信一r､所
ヨ

○晋通教室C

削減しまて

唇f皐尭冬季(フ

Oit甑或0

．体3峠

之践しち

言の目,〒

寺門スタツノ勢鍾

詳交へ酉罎Lﾉている以

八て、各事業の勤務負

歸実を図ります。

時別支援教育に関する

壱別支援教育指導員

bルサボート配置事業

学習支援のた甚刃酒罐

斡塾鎧子窪非常勤

。11 1胎；

酉遥＞

時別支援教育介助員
等

Q…憂密午外教祁仔需を解消するたぴ

充や複数免許所持者の増員､および
ます。



議案第3号関係参考資料

特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正について(議案

第3号）、 ‐

教育総務部教育職員課

1 趣旨

本市の財政状況を踏まえ、教育長の給料等について、減額措置を継続する｡

2 内容

給料等の減額措置

平成31年3月31日までとされていた教育長の給料等の減額措置について､平成

31年4月1日から平成32年3月31日まで継続する。
’ ．

※‐減額措置の内容

繍 …篝
議識蕊 蕊

議蕊鍵

蕊 § 蕊
:群

篝

蕊織
7％

(継続）

5％

(継続）

5％

(継続）
7％ 5％ 5％

識撫

【参考】市長等の減額措置

3施行期日 一

平成31年4月1日

(参考）影響額△1，, 202千円

3

少
、
ｑ
牙
・
Ｊ
ｐ
Ｌ
Ｌ
Ｂ
園
Ｊ
ｑ
出
融
胸
刀
抄 蕊蕊

15％ 20％ 50％
15％

(継続）

20％

(継続）

50％

(継続）

0

4

Ⅵ

7％ 10％ 10％
7％

(継続）

10%

(継続）

10％

,(継続）

7％ 5％ ‐ 5％
7％

(継続）

5％

(継続）

5％

(継続）

7％ 5％ 5％

p O

7％

(継続）

5％

(継続）
少

5％

(継続）



、 フフ

新旧対照表（特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例）

特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和31年千葉市条例第17号）

の一部を次のように改正する。

口
侍別職の職員の給与並びに旅費及

珊弁償に関する条例

時別職の職員の給与並びに旅費及

羽弁償に関する条例 、

I

垂～淫 0条（鵬

PIT L

；（略）

PIT "

；（略）

教育長の給料の額の特例措置）

教杳長に対して平成30年4辰

教育長の給料の額の特例措置）
P

穀音長に対して平成30年4損

琵結も 后料の誰

料壺K子渦、

T‐ 后1号‘

よつ韻間

IⅡ 損に100分0

の額に1円

アシ}左．＋刑

号の額に1円未満の端数が厨
､

ま、 これを切り捨てた額） 藺

の疏数刀X西

教育長の野 教育長の靴の額の_特＠ の額の特イタ

5E30E4F 【〕年4戸

の問‘ の問‘

慨する教育長

手当の額は、

ﾊﾕヅ、ナー、区君圭

乏給する斑

，直の祖津

熾する教育長

手当の額は、

ﾊｭヅn分－，厘君垂

乏給する斑

，巧の相津

4
一

改正前 R I
J 改正後



場合にその者が支給を受けることと

なる額から、当該額に100分の5を

乗.じて得た額（その額に1円未満の

端数があるときは、 これを切り捨て

た額）を減じた額とする。

場合にその者が支給を受けることと

なる額から、当該額に100分の5 を

乗じて得た額（その額に1円未満の

端数があるときは､ これを切り捨て

た額）を減じた額とする。

I

も

〆

22～26 （略） 22～26 （略）

（教育長の退職手当の額の特例措

置）

27 平成30年4月1日から平成3 1

（教育長の退職手当の額の特例措

置） 、

27 平成30年4月1日から壬成32

年3月31日までに退職をした教育年3月31日までに退職をした教育

長であった者に係る退職手当の額

は、第6条の規定にかかわらず、同

条の規定を適用した場合にその者が

支給を受けることとなる額から、 当
I , 、

該額に100分の5を乗じて得た額（そ

の額に1円未満の端数があるとき

は、 これを切り捨てた額）を減じた

額とする。 ．

長であった者に係る退職手当の額

は、第6条の規定にかかわらず、同

条の規定を適用した場合にその者が

支給を受けることとなる額から、 当

該額に100分の5を乗じて得た額(そ

の額に1円未満の端数があるとき

は、 これを切り捨てた額）を減じた

額とする。

－k
、

以下（略） 以下（略）

備考改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附則

､この条例は、平成31年4月1日から施行する。

ノ

／

5



議案第4号関係 参考資料

新旧対照表

（千葉市生涯学習センター設置管理条例の一部改正）

7

改正前 改正後

別表第2

F ' 一

I

区分 一 金額（1日につ

き）

ホール 52,250円

研修室 研修室1．2．3

(1室につき）

大研修室

食文化研修室

工芸研修室

小会議幸

特別会議幸

和室

8, .920円

25,460円

12,330円

1.0,890円

5,630円

24,600円

9,050円

マルチメ

ディアス

ペース

小ホール

パソコン学習室

スタジオ

多目的室

映像音声加工編集

ブース

アナウンスブース

デジタル音楽室

1．2 (1室につ

き）

音楽スタジオ

21,710円

22,800円

13,560円

10,000円

3,200円

1,270円

980円
一

13,250円

舞台設備その他の附属設備 種類又は品目ご

とに委員会規則

で定める。

別表第2

1

2

3

附則

(施行期日）

この条例は、公布の日から施行する。

(利用料金の経過措置）

第1条の規定による改正後の千葉市生涯学

習センター設置管理条例別表第2の規定は、平

成31年10月1日（以下「適用日」という｡）

以後の使用に係る利用料金について適用し、適

用日前の使用に係る利用料金については、なお

従前の例による。

(科学館の利用料金の経過措置）

第2条の規定による改正後の千葉市科学館

設置管理条例別表の規定は、適用日以後の観覧

及び利用に係る利用料金について適用し、適用

日前の観覧及び利用に係る利用料金について

は、なお征前の例による。

区分0 金額（1日につ

き）

ホール 53，210円

研修室 研修室1．2．3

(l室につき）

大研修室

食文化研修室

工芸研修室

小会議室

特別会議室

和室

9,080円

25,930円

12,550円

11,090円

5,730円

25,050円

9,210円

マルチメ

ディアス

ペース

小ホール

パソコン学習室

スタジオ

多目的室

映像音声加工編集

ブース

アナウンスブース

デジタル音楽幸

1 ．2（l室につ

き）

音楽スタジオ

22, 110円

23,220円

、 13，810円

10, 180円

3,250円

1,290円

990円

13,490円

舞台設備その他の附属設備 種類又は品目ご

とに委員会規則

で定める。



新旧対照表

(千葉市科学館設置管理条例の一部改正）

客

8

改正前 改正後

【改正前】

別表

1 展示の観覧に係る利用料金

備考 『一般」とは、 18歳以上の者（高校生を除く｡）を

いう。次項において同じ。

2プラネタリウムの投影の観覧に係る利用料金

3附帯施設の利用に係る利用料金

備考バスとは、人の運送の用に供する自動車のうち委員会

規則で定めるものをいう。

9 ，

I

、

区分 常設展示

(1人1回につき）

個人 団体（30人．

以上の場合）

企画展示

(1人1回につき）

一般

高校生

小学生．

中学生

" 610円

300円

100円

490円

240円

80円

常設展示の額の

3倍を超えない額
Ｄ

５

区分 一般投影

(1人1回につき）

個人 団体（30人

以上の場合）

特別投影

(1人1回につき）

一般

高校生 ！

小学生．

中学生

610円

300円

100円

490円

240円

80円

一般投影の額

3倍を超えな

の

い額

区分 単位 金額（1日1回につき）

バス駐車場 1台につき 2, 160円

別表

1 展示の観覧に係る利用料金

備考 「一般｣とは、 18歳以~上の者（高校生を除く｡）を

いう。次項において同じ。

2プラネタリウムの投影の観覧に係る利用料金

3附帯施設の利用に係る利用料金

備考バスとは、人の運送の用に供する自動車のうち委員会

規則で定めるものをいう。

附
－

■

(施行期日）

1 この条例は、公布の日から施行する．

(利用料金の経過措置）

2第1条の規定による改正後の千葉市生涯学習センタ

一設置管理条例別表第2の規定は、平成31年10月1

日（以下「適用日」という｡）以後の使用に係る利用料

金について適用し、適用日前の使用に係る利用料金につ

いては、なお従前の例による。

(科学館の利用料金の経過措置）

3第2条の規定による改正後の千葉市科学館設置管理

条例別表の規定は、適用日以後の観覧及び利用に係る利

用料金について適用し、適用日前の観覧及び利用に係る

利用料金については、なお従前の例による。

区分 常設展示

(1人1回につき）

個人 団体（30人

以上の場合）

企画展示

(1人1回につき）

一般

高校生

小学生．

中学生

620円

300円

100円

490円

240円

80円

常設展示の額の

3倍を超えない額

区分 一般投影

（1人1回につき）

個人 団体(30人

以上の場合）

特別投影

(1人1回につき）

一般

高校生

小学生．

中学生

620円
一

300円

100円

490円

240円

80円

一般投影の額の3

倍を超えない額

区分 単位 金額（1日1回につき）

バス駐車場 1台につき 2,200円



議案第5号関係参考資料

千葉市公民館設置管理条例の一部改正について（議案第5号）

生涯学習部生涯学習振興課

1 改正の趣旨

平成31年4月1日から公民館の使用の制限を緩和するとともに、平成31年
10月1日の消費税率（国・地方）の引上げに伴い、使用料の額を改定するため、
条例の一部を改正しようとするもの。

2改正の理由

（1）公民館の使用制限の緩和

ア政治的利用

政治的利用については、社会教育法及び条例の規定によりその使用を制限し

ているが、公民館は多様な学習機会の確保が求められていることから、社会教

育法で禁じられた行為を除き､公民館の使用を認めるよう使用制限を緩和する。
イ所管区域

活動団体の構成員の居住地は事実上広域化しており、学習活動の活発化を促

進するため、所管区域内の住民でなければならないとする制限を廃止する。

ただしく公民館は学びを通した地域の拠点施設であることを踏まえ、所管区
域自体は引き続き存置する。

弓

※社会教育委員会議で審議の結果、 これらの使用制限は緩和することが適当で
ある旨の答申を受けている。

【社会教育委員会議答申(H30.11.8)の要旨】

1 特定の政党の利害に関する事業について

政党等による不特定多数の市民を対象とした政治報告会に類する活動は、政治的

中立性の確保と市民の知る権利に配慮しつつ､使用を認めることが適当である｡

2所管区域について

所管区域を存置することは妥当であるが、所管区域にかかる使用制限は廃止する

ことが適当である。

（2）使用料の改定

市外住民が負担する使用料について、平成31年10月1日の消費税率（国・

地方）の引上げに伴い、現行表示料金に消費税率引上げ分を転嫁する。

3改正の内容

（1）公民館の使用制限の緩和

ア政治的利用

政党等による不特定多数の市民を対象とした政治報告会等の使用を認める。

9

申請者 対象 使用方法 改正前

政党

政派

後援会

政治団体

不特定多数

※広く市民一

般が対象。

団体構成員

市政･県政･国政報告会(政治学習会、

勉強会、時局講演会等含む）

構成員の勧誘、政治資金パーティー

不許可

不許可

不許可



、

イ所管区域

公民館を使用しようとする者は公民館の所管区域内の住民でなければならな

いという規定を削除する。

（2）使用料の改定額

【市外住民が負担する使用料】 ※本市住民は無料。

、

積算方法：現行表示料金×110／108＝新料金

， 内税方式とし、 10円未満の端数切捨て‘

～

4施行期日

（1）使用制限の緩和

，平成31年4月1日

（2）消費税率引上げに伴う使用料の改定

公布の日（平成31年10月1日以後の使用に適用）

参考（社会教育法抜粋）

（公民館の運営方針）

第23条公民館は、次の行為を行ってはならない。

（1）もっぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に公民館の名称を利用させそ

の他営利事業を援助すること。

（2）特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持
すること。

2市町村の設置する公民館は､特定の宗教を支持し､又は特定の教派、宗派若しくは教団
を支援してはならない。

10

区分 改定前 改定後

公民館使用料

午前9時～12時

午後1時～5時

午後5時30分～9時

750円

750円

1’ 080円

760円

760円

1，100円



新旧対照表（千葉市公民館設置管理条例の－部改正）

「
４

■

■

凸

11

改正前 改正後

第1条～第5条（略）

(使用の許可）
■

第6条公民館を使用しようとする者は、指定管

理者の許可を受けなければならない。許可に係

る事項を変更しようとするときも、同様とす

る。

2公民館を使用しようとする者は、公民館の所

管区域内の住民でなければならない。ただし、

指定管理者が社会教育振興上必要と認めて前

項の許可をした場合は、この限りでない。

3指定管理者は、公民館の管理上必要があると

認めるときは、第1項の許可に条件を付するこ

とができる。

(使用の不許可）

第7条指定管理者は、次の各号のいずれかに該

当するときは、前条第1項の許可をしないもの

とする。

(1)公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する

おそれがあると認めるとき。

（2）営利を目的とする事業その他これに類する
p

ものと認めるとき。

（3）特定の政党、政派又は宗教を支持し、宣伝

し、又は反対すると認めるとき。

（4）暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成3年法律第77号）第2条第2

号に規定する暴力団の利益になるとき。

（5）前各号に掲げる場合のほか、公民館の管理

運営上支障があると認めるとき

(使用の制限等）

。

第8条指定管理者は、次の各号のいずれかに該

当するときは、公民館の使用を制限し、若しく

は停止し、第6条第1項の許可を取り消し、又

は公民館からの退去を命ずることができる。

（1）この条例又はこの条例に基づく教育委員会

規則に違反したとき。

（2）偽りその他不正の手段により第6条第1項

の許可を受けた事実が明らかになったとき。

（3）第6条第1項の許可に付した条件に違反し

たとき。

第1条～第5条（略）

(使用の許可）

第6条公民館を使用しようとする者は、指定管

理者の許可を受けなければならない。許可に係

る事項を変更しようとするときも、同様とす

る0 ，

(削る） ， ．．

2指定管理者は、公民館の管理上必要があると
一

認めるときは、前項の許可に条件を付すること

ができる。

－

(使用の不許可）

第7条指定管理者は、次の各号のいずれかに該

当するときは、前条第1項の許可をしないもの

とする。

（1）公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する

おそれがあると認めるとき。

（2）法第23条に規定する禁じられた行為に該

当すると認めるとき。

(削る）

（3）暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成3年法律第77号）第2条第2

号に規定する暴力団の利益になるとき｡

（4）前3号に掲げる場合のほか、公民館の管理

運営上支障があると認めるとき。

(使用の制限等）

第8条指定管理者は、次の各号のいずれかに該

当するときは、公民館の使用を制限し、若しく

は停止し､第6条第1項の許可を取り消し、又

は公民館からの退去を命ずるごとができる。

（1）この条例又はこの条例に基づく教育委員会

規則に違反したとき。

（2）偽りその他不正の手段により第6条第1項

の許可を受けた事実が明らかになったとき。

（3）第6条第1項の許可に付した条件に違反し

たとき。



､

～

附則

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施
行する。

2 この条例による改正後の別表第2の規定は､平成31年10月1日以後の使用に係る使用料につい

て適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
、 母

父

12

（4）前条第1号から第4号までに規定する使用

不許可の事由が発生したとき。

（5）公民館の管理の業務に従事する者の管理上

の指示に従わないとき。

（6）前各号に掲げる場合のほか、公民館の管理

上支障があると認めるとき。

(意見の聴取）

第9条指定管理者は、必要があると認めるとき

は、第7条第4号に該当する事由の有無につい

て、所轄の警察署長の意見を聴くよう委員会に

求めるものとする。

2委員会は、前項の規定による求めがあったと

きは、第7条第4号に該当する事由の有無につ

いて､所轄の警察署長の意見を聴くものとす

る。

(使用料）

第10条公民館の使用料は、無料とする。ただ

し、本市住民以外の者が使用する場合の使用料

は、別表第2のとおりとする。

第11条～第17条（略）

附則（略）

別表第1 （略）

別表第2

別表第3 （略） ‘

午前9時～12時 午前1時～5時 午後5時30分～9時

‐ 750円 750円 1，080円

（4）前条第1号から第3号までに規定する使用

不許可の事由が発生したとき。

（5）公民館の管理の業務に従事する者の管理上

の指示に従わないとき｡

（6）前各号に掲げる場合のほか､公民館の管理

上支障があると認めるとき｡

(意見の聴取）

第9条指定管理者は、必要があると認めるとき

は、第7条第3号に該当する事由の有無につい

て、所轄の警察署長の意見を聴くよう委員会に

求めるものとする。

2委員会は、前項の規定による求めがあったと

きは、第7条第3号に該当する事由の有無につ

いて、所轄の警察署長の意見を聴くものとす

る。

(使用料）

第10条公民館の使用料は、無料とする。ただ

し、本市住民以外の者が使用する場合の使用料

は、別表第2のとおりとする。

第11条～第17条（略）

附則（略）

別表第1 （略）

別表第2

別表第3 (略）

午前9時～12時 午前1時～5時 午後5時30分～9時

760円 760円一 1，100円
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